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都市計画の定期見直し
（広域都市計画マスタープランの策定）

【東葛・湾岸 広域都市圏】
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都市計画の定期見直し

都市計画見直しの趣旨

都市計画は社会経済情勢の変化に適切に対応するため、
概ね５年毎に実施される都市計画基礎調査等の結果に基づき、
定期的な見直しを実施しています。

千葉県では、令和３年に行った都市計画基礎調査等から人口
減少、自然災害の頻発化・激甚化や広域的な社会インフラの充実
など、大きく変化している社会経済情勢の変化に対応するため、
都市計画区域マスタープランをはじめとした都市計画の見直し
を進めています。
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都市計画見直しの基本方針

見直しの考え方

県全域を対象とした見直しを進める上での基本的な考え方

(1) 人口減少に対応したコンパクトで効率的な
都市構造への転換

(2) 広域的な視点に立ったマスタープランの策定

(3) 頻発化・激甚化する自然災害への対応

(4) 社会インフラ等を活用した多様な産業の受け皿の
創出による地域振興

(5) 自然的環境の保全と質の高い生活環境の整備
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都市計画見直しの内容

目標年次

○ 目標年次 令和17年（2035年）

○ 対象区域 千葉県全域

見直しの内容
○ 広域都市計画マスタープランの策定
（都市計画区域マスタープランの見直し）

○ 都市計画区域・区域区分の見直し

○ 都市再開発の方針の見直し（野田、松戸、柏、市川、船橋、成田、市原、習志野）

※指定都市の千葉市は別途見直しを実施
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広域都市計画マスタープランの策定

策定の背景・考え方

人口減少や広域幹線道路の整備進展、

県民の生活・経済圏の拡大、

自然災害の頻発化・激甚化 など、

県を取り巻く状況の変化に適切に対応

していくためには、広域的な視点に立って

都市計画を推進していくことが必要

都市計画区域を超えた広域的な枠組みと

して広域都市圏を設定し、広域都市圏毎

に「広域都市計画マスタープラン」を定め、

広域的な視点から、都市づくりの方向性

や方針を示すとともに、拠点やネットワー

クを配置し、合理的な土地利用の規制・

誘導を図る
※広域都市圏には、線引き・非線引き
都市計画区域のほか、都市計画区域外
の市町も含む

広域都市圏の設定

県総合計画を踏まえた「6 圏域」を設定
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広域都市計画マスタープランの構成

広域都市計画マスタープランは、広域都市圏ごとに、都市計画区域外を含む県全域に
ついて定めます。

このうち、指定都市を除く都市計画区域においては、都市計画法第6条の2に規定する
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）として定め、
広域都市計画マスタープランは、指定都市の都市計画区域マスタープランや都市計画
区域外のまちづくりと連携するものとしています。

指定都市及び都市計画区域外のまちづくりとの連携
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〇千葉県の都市づくりの基本理念
〇広域都市圏の都市計画の目標
〇区域区分の決定の有無
及び区域区分を定める際の方針
○広域都市圏の主要な都市計画の
決定の方針

〇都市計画区域毎の都市計画の目標
〇主要な都市計画の決定の方針
・土地利用
・都市施設の整備
・市街地開発事業
・自然的環境の整備又は保全

広域都市計画マスタープランの構成

県で原案作成

市で原案作成


